（様式第７－１号）
取　　　　　　下　　　　　　願

年　　月　　日

　　　　　　農業委員会会長様

願出人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(譲受人)住所
                                        　　　　氏名 
（連絡先：電話番号　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(譲渡人)住所
                                        　　　　氏名 
（連絡先：電話番号　　　　　　　　　　）

　　　　　　　年　　月　　日付けの農地法第　　条第１項の規定による許可申請については、取り下げます。

１　申請地の表示
	土　地　の　所　在
	地　番
	登記簿地目
	面 積(㎡)
	備　考

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



２　取り下げる理由








（注）この様式は、農地法第３条及び第５条を想定したものなので、その他の場合は適宜変更すること。
　　　単独申請も可能。

（様式第７－２号）
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　様

農業委員会会長 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〒 住所



農地法第　　条第１項の規定による許可申請の取下げについて（通知）


　　　　　　　年　　月　　日付けで提出された　　　　　　年　　月　　日付けの農地法第　　条第１項の規定による許可申請の取下願については、　　　　　　年　　月　　日付けで受理しました。



（様式第７－３号） 
取　　　　　　消　　　　　　願

年　　月　　日

　　　　　　　　　農業委員会会長様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（連絡先：電話番号　　　　　　　　　　）
                                        　　　　氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
（連絡先：電話番号　　　　　　　　　　）
                                        　　　　氏名

　　　　　　　年　　月　　日付け指令　　　　第　　　号農地法第　　条の規定による許可処分について、取り消してください。
　　
１　許可を受けた土地の表示（許可の取消しを必要とする土地）
	土　地　の　所　在
	地　番
	地　  目
	面　積(㎡)
	備 考

	
	
	登記簿
	現　況
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



２　転用目的


３　取消しを必要とする理由


添付書類
    許可指令書（交付を受けたものすべて。紛失している場合は、その旨を記載すること。）
    土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。）（法第３条又は第５条許可の所有権移転の場合）
    現況写真（法第４条又は第５条許可の場合）
（注１）この様式は、農地法第３条及び第５条を想定したものなので、その他の場合は適宜変更すること。
（注２）登記事項証明書は、登記情報提供サービスによる照会番号（有効期間内であって、他の申請等に使用されていないものに限る。）の記載がある登記情報を印刷した書面に代えることができる。

（様式第７－４号）
指令　　　第　　　号

住所
（連絡先：電話番号　　　　　　　　　　）
氏名  （願出人）

住所 
 （連絡先：電話番号　　　　　　　　　　）
氏名  （願出人）


　　　　　　　年　　月　　日付け指令　　　第　　号の農地法第　　条の規定による許可処分は、取り消します。

　　　　　　　　年　　月　　日
農業委員会会長


１　許可を取り消す土地
	土　地　の　所　在
	地　番
	地　  　目
	面積(㎡)
	備　考

	
	
	登記簿
	現　況
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



２　取り消す理由
　　願出による。








（注）この様式は、農地法第３条及び第５条を想定したものなので、その他の場合は適宜変更すること。

（様式第７－５号） 
訂　　　　　　正　　　　　　願

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

住所
（連絡先：電話番号　　　　　　　　　　）
氏名

住所
（連絡先：電話番号　　　　　　　　　　）
氏名

　　　　　　　年　　月　　日付け指令　　　　第　　　号農地法第　　条の規定による許可処分の指令書について、訂正してください。

１　訂正を必要とする箇所及び訂正内容





２　訂正が必要な理由









添付書類
    許可指令書（交付を受けたものすべて）
    訂正内容を裏付ける書面（住所等の訂正の場合、住民票の写しなど）

（注）この様式は、農地法第３条及び第５条を想定したものなので、その他の場合は適宜変更すること。
- 132 -


